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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録材を挟持搬送しながら記録材に形成されたトナー像を定着するための定着ニップを
形成する定着ローラと加圧ローラとを有する定着装置であって、
　前記定着ローラは、記録材が通過可能な領域において長手方向両端部の外径が長手方向
中央部よりも大きくなるように長手方向中央部よりも肉厚にされた中空の芯金と、前記芯
金に被覆されたフッ素樹脂系の離型層と、を有し、
　前記加圧ローラは、中空の芯金と、前記芯金上に形成された弾性ゴム層と、前記弾性ゴ
ム層に被覆されたフッ素樹脂系の離型層と、を有し、
　前記弾性ゴム層は、長手方向の両端部に外径を一定とした回転断面のストレート形状を
有するとともに、当該両端部のストレート形状の間に長手方向中央部ほど外径が大きくな
るクラウン形状を有し、
　前記加圧ローラの長手方向において前記弾性ゴム層のストレート形状を有する部分を最
大サイズ記録材の縁部分が通過するとともに、当該最大サイズ記録材の当該縁部分を除く
部分が前記弾性ゴム層のクラウン形状を有する部分を通過するように、前記弾性ゴム層の
長さと前記弾性ゴム層のストレート形状を有する部分の長さが設定され、
　前記定着ローラと前記加圧ローラが圧接されたとき、前記弾性ゴム層の長手方向両端部
の変形量がそれぞれの端部に行くに従い増大することにより、前記定着ニップが長手方向
中央部よりも長手方向両端部で幅広となるように構成したことを特徴とする定着装置。
【請求項２】
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　前記定着ローラの長手方向両端が前記加圧ローラの弾性ゴム層に食い込むことを防止す
るため前記定着ローラを前記加圧ローラよりも長くしたことを特徴とする請求項１記載の
定着装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録材通過領域の中央領域で軸端側よりも直径を大きくした加圧ローラを有
する定着装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機、プリンタ、複合機、ファクシミリ等の画像形成装置は、トナー像を形成して記
録材に転写するトナー像形成装置と、トナー像が転写された記録材を定着ニップで挟持搬
送して記録材にトナー像を定着させる定着装置とを備える。定着装置は、加熱される円筒
状芯金の表面に離型性樹脂被膜を形成した定着ローラと、弾性体層を表面に有する加圧ロ
ーラとを圧接して高温高圧の定着ニップを形成する。
【０００３】
　画像形成装置は、その消費電力の大半を定着装置の定着ニップの温度維持に費やしてい
る。このため、定着装置には、消費電力を削減できる加熱方法、各種の温度制御が導入さ
れ、定着ローラ、加圧ローラには、少ない消費電力で定着ニップを急速に温度上昇させて
安定に温度維持できる材料、構造が採用される。
【０００４】
　特許文献１には、定着ローラの円筒状芯金を磁性材料で構成し、定着ニップ上流側に高
周波磁界を発生するコイル装置を配置して、定着ローラを電磁誘導加熱する定着装置が示
される。電磁誘導加熱（ＩＨ方式）は、加熱領域を定着ニップ近傍に限定できるため、定
着ローラ全体を中心から均等加熱するランプヒータ加熱よりも、立ち上げ時間や熱効率に
おいて優れている。
【０００５】
　特許文献２には、金属筒の中心に加熱ヒータを配置した定着ローラと耐熱ゴム材料の加
圧ローラとで定着ニップを形成し、定着ローラを駆動側として加圧ローラを従動回転させ
た定着装置が示される。加圧ローラは、軸端側に比較して中央領域の外径を小さくしたい
わゆる逆クラウン形状を付与されて、定着ニップを通過する記録材を軸端側へ付勢して皺
伸ばししている。ただし、逆クラウン形状とは言っても、ローラ長４００ｍｍ直径４０ｍ
ｍに対して中央と軸端とで５０μｍ～２００μｍ程度の直径差を設ける程度なので、外観
上はほぼ円筒形である。
【０００６】
【特許文献１】特公平５－９０２７号公報
【特許文献２】特開平２－２６２６８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　高速回転する定着ローラを電磁誘導加熱で効率的に加熱するためには、定着ローラの円
筒状芯金を薄肉化して加熱質量を小さくすることが望ましい。また、定着ローラの温度を
安定させるには、定着ローラと加圧ローラとのニップ面積を小さく（挟持搬送方向のニッ
プ幅を短く）して、定着ローラから加圧ローラへの熱流失を少なくすることが望ましい。
ニップ幅を短く保持するためには、加圧ローラの弾性体層を硬いゴム材料で形成するのが
好ましい。
【０００８】
　しかし、特許文献２に示される逆クラウン形状の加圧ローラを硬いゴム材料で形成して
、薄肉円筒状の定着ローラとの間に高いニップ圧力を設定すると、定着ローラが曲げ変形
して、両持ち支持された中央部のニップ圧力が不足することが確認された。
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【０００９】
　そこで、薄肉円筒状の定着ローラを逆クラウン形状として、曲げ抵抗を高めるとともに
、加圧ローラを定着ローラの外形に沿った正クラウン形状（紡錘型）として、中央部のニ
ップ圧力を確保させる構造が提案された。
【００１０】
　しかし、逆クラウン形状の定着ローラと正クラウン形状の加圧ローラとを圧接して定着
ニップを形成すると、両方の端部領域を通過する最大記録材の縁に皺が発生し易くなるこ
とが確認された。
【００１１】
　ここで、両方の端部領域を通過しないサイズの記録材では皺が発生しないので、両方の
端部領域を最大記録材が通過しない程度に定着ローラと加圧ローラとを長くすればこの問
題は発生しない。しかし、定着ローラと加圧ローラとを長くすると曲げ抵抗が弱まって定
着ニップが不安定になるし、定着装置が軸方向に大型化すれば、小型の画像形成装置の筐
体には収まらなくなる。
【００１２】
　本発明は、定着ニップの端部領域を通過する最大記録材の縁に皺が発生しにくい定着装
置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の定着装置は、記録材を挟持搬送しながら記録材に形成されたトナー像を定着す
るための定着ニップを形成する定着ローラと加圧ローラとを有する定着装置であって、前
記定着ローラは、記録材が通過可能な領域において長手方向両端部の外径が長手方向中央
部よりも大きくなるように長手方向中央部よりも肉厚にされた中空の芯金と、前記芯金に
被覆されたフッ素樹脂系の離型層と、を有し、前記加圧ローラは、中空の芯金と、前記芯
金上に形成された弾性ゴム層と、前記弾性ゴム層に被覆されたフッ素樹脂系の離型層と、
を有し、前記弾性ゴム層は、長手方向の両端部に外径を一定とした回転断面のストレート
形状を有するとともに、当該両端部のストレート形状の間に長手方向中央部ほど外径が大
きくなるクラウン形状を有し、前記加圧ローラの長手方向において前記弾性ゴム層のスト
レート形状を有する部分を最大サイズ記録材の縁部分が通過するとともに、当該最大サイ
ズ記録材の当該縁部分を除く部分が前記弾性ゴム層のクラウン形状を有する部分を通過す
るように、前記弾性ゴム層の長さと前記弾性ゴム層のストレート形状を有する部分の長さ
が設定され、前記定着ローラと前記加圧ローラが圧接されたとき、前記弾性ゴム層の長手
方向両端部の変形量がそれぞれの端部に行くに従い増大することにより、前記定着ニップ
が長手方向中央部よりも長手方向両端部で幅広となるように構成したものである。
【００１４】
　なお、画像形成装置は、定着済み記録材を再度、加熱加圧して、定着を確実にしたり、
画像の表面光沢を調整したりする目的で、定着装置の下流側に定着像加熱装置を１段以上
配置する場合がある。このような定着像加熱装置は、基本的に定着装置と同様に構成され
て省電力を達成した加熱ニップを有し、用途が加熱か再加熱かの違いを除けば、機能も同
一である。そこで、本願では、定着像加熱装置としての用途を含めて定着装置と呼び、定
着装置を定着像加熱装置として用いる場合、定着ローラは、半定着トナー像や定着済みト
ナー像の加熱ローラと読み替えるものとする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の定着装置では、軸端側に局所的に形成されるニップ圧力の高まりにせき止めら
れるので、定着ローラに圧接した加圧ローラの材料が両端面の外側へ逃げにくい。加圧ロ
ーラの端部に向かってニップ時の変形量を増大させているので、加圧ローラの圧力が外側
へ逃げても、変形量の増大による圧力上昇で相殺される。この結果、加圧ローラの両端面
のごく近傍まで必要なニップ圧力を安定して確保でき、両端面の近くを通過する記録材の
縁に、ニップ圧力の不足や不安定に起因する皺が発生しにくい。
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【００１６】
　これにより、省エネ高効率定着装置を採用した場合に多く見られる、狭ニップ構成にお
いても、画像端部の定着性を充分確保できる。また、加圧ローラ側で外形形状をコントロ
ールしたため、線膨張による紙送りの不安定を回避でき、皺などの画像不良も回避可能と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態を、図面を参照して詳細に説明する。本発明は、定着ローラよ
りも表面剛性を低く形成された加圧ローラの軸端に、ニップ圧縮量の大きな領域がある限
りにおいて、実施形態の構成の一部または全部を、その代替的な構成で置き換えた別の実
施形態でも実現可能である。
【００１８】
　本発明は、電磁誘導加熱される薄肉の定着ローラを備えた定着装置や定着像過熱装置に
好適に採用されるが、電磁誘導加熱以外の加熱方法を採用してもよい。上述したように、
本発明には、「定着装置」の変形例として、既に記録材に定着されたトナー像を再加熱／
加圧する用途も含まれる。
【００１９】
　本実施形態では、モノクロ画像形成装置での定着装置としての実施を説明する。しかし
、本発明は、ロータリー現像装置を用いて４色のトナー像を形成するフルカラー画像形成
装置、記録材搬送ベルトや中間転写ベルトに沿って複数の感光ドラムを配置したタンデム
型の画像形成装置等でも実施できる。これらの画像形成装置において、半定着像や定着像
の加熱装置としても実施できる。
【００２０】
　本実施形態では、トナー像の形成／転写に係る主要部のみを説明するが、本発明は、必
要な機器、装備、筐体構造を加えて、プリンタ、各種印刷機、複写機、ＦＡＸ、複合機等
、種々の用途で実施できる。
【００２１】
　なお、特許文献１、２に示される画像形成装置の構成部材、電源、材料、プロセス制御
等の一般的な事項については、図示を省略して重複する説明を省略する。
【００２２】
　＜画像形成装置＞
　図１は本実施形態の画像形成装置の概略構成の説明図である。図１に示すように、画像
形成装置１００は、装置本体１００Ａ内にシートカセット１Ａ、１Ｂと、トナー像形成装
置５と、定着装置６とを配置している。シートカセット１Ａ、１Ｂにはサイズの異なる記
録材Ｐが収納されている。ピックアップローラ２Ａ、２Ｂは、選択されたサイズのシート
カセット１Ａ、１Ｂから記録材Ｐを繰り出す。分離ローラ３Ａ、３Ｂは、繰り出された記
録材Ｐを１枚ずつに分離してレジストローラ４へ送り込む。レジストローラ４は、記録材
Ｐの斜行を修正して待機させ、感光ドラム５１に形成されたトナー像にタイミングを合わ
せて、感光ドラム５１と転写分離装置５５との間隔に記録材Ｐを供給する。
【００２３】
　トナー像形成装置５は、感光ドラム５１の周囲に、帯電器５２、露光装置５３、現像装
置５４、転写分離装置５５、クリーニング装置５６等を配置している。帯電器５２は、回
転する感光ドラム５１の表面を一様に帯電する。露光装置５３は画像信号でパルス変調さ
れたレーザービームを感光ドラム５１の表面に走査して、帯電された感光ドラム５１の表
面に静電潜像を形成する。現像装置５４は、帯電したブラックトナーを静電潜像へ静電的
に付着させてトナー像に現像する。
【００２４】
　転写分離装置５５は、レジストローラ４から供給された記録材Ｐをトナーの帯電極性と
逆極性に帯電させて、感光ドラム５１から記録材Ｐへトナー像を静電気的に移動させる。
転写分離装置５５は、その後、記録材Ｐを除電して感光ドラム５１から曲率分離させて搬
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送装置５７へ受け渡す。クリーニング装置５６は、転写分離装置５５を通過して記録材Ｐ
に残った転写残トナーを除去して次回のトナー像形成に備えさせる。
【００２５】
　搬送装置５７は、上面にトナー像を転写された記録材Ｐを定着装置６に送り込む。定着
装置６は、定着ローラ１１と加圧ローラ３０とが圧接する高温の定着ニップで記録材Ｐを
挟持搬送する。定着ニップを通過する過程でトナー像が融解圧着して、記録材Ｐの表面に
画像が定着される。定着済み記録材Ｐは、排出ローラ８を通じて装置本体１００Ａから外
部へ排出される。
【００２６】
　＜定着装置＞
　図２は定着装置を正面側から見た説明図、図３は定着装置をトナー像形成装置側（上流
側）から見た説明図、図４は定着ローラの軸断面の説明図である。図３～図５では、定着
ローラ１１および加圧ローラのクラウン形状が誇張して図示されているが、後述するよう
に、長さ約３００ｍｍに対して中央と軸端とで直径差は約０．２ｍｍに過ぎないので、こ
れらの実際の外観はほぼ円筒状である。
【００２７】
　図２に示すように、定着装置６の加熱回転体としての定着ローラ１１は、フレーム１７
に固定された磁束発生素子１９の周囲で回転可能に支持されている。磁束発生素子１９は
、軸垂直断面がＴ字型の磁性体コア１９ｂに励磁コイル１９ａを巻いて、二つ割り円筒状
のホルダ１９ｃに格納されている。磁束発生素子１９は、高周波電源２１が励磁コイル１
９ａに交流電流を流して発生させる交流磁界を、定着ローラ芯金１２に破線で示すように
作用させて、定着ローラ芯金１２を定着ニップＮ１の上流側で高周波加熱する。
【００２８】
　定着ローラの一例である定着ローラ１１は、電磁誘導加熱によって誘導発熱体としての
定着ローラ１１自体を発熱させる構成となっている。定着ローラ１１を発熱させるために
、定着ローラ１１の内部に励磁コイル１９ａや磁性体コア１９ｂ等を有する磁束発生素子
１９を配置し、励磁コイル１９ａに高周波電源２１から高周波交流電圧が印加される。こ
うすることにより、磁束発生素子１９から磁束が発生する。発生した磁束は定着ローラ１
１に渦電流を発生させて発熱させる。
【００２９】
　高周波電源２１は、温度センサ２２の出力に基づいて励磁コイル１９ａに出力する交流
電流を制御して定着ニップＮ１の温度を一定範囲に維持する。制御部２０は、画像形成が
指令されると、高周波電源２１を制御して定着ニップＮ１の温度を待機温度から定着温度
まで高める。
【００３０】
　定着装置６の加圧部材としての加圧ローラ３０は、フレーム１７に固定された回動軸１
８回りに回動可能な加圧リンク１５の回動端に回転自在に支持されている。加圧リンク１
５は、加圧ばね１６に付勢されて加圧ローラ３０を定着ローラ１１に圧接させる。記録材
Ｐは、磁束発生素子１９によって高周波加熱された定着ニップＮ１に導かれて、定着ロー
ラ１１と加圧ローラ３０とで挟持搬送される過程で加熱加圧を受けることにより、表面に
トナー像が定着される。
【００３１】
　図３に示すように、定着ローラ１１は、定着装置６の前後の側板９に設けた軸受けによ
って回転自在に支持されている。加圧ローラ３０は、加圧リンク（１５：図２）を含めて
側板９の間隔に配置されて定着ローラ１１に圧接している。定着ローラ１１は、加圧ロー
ラ３０よりも長手方向で長く設計されている。これは、仮に定着ローラ１１が加圧ローラ
３０よりも短いと、定着ローラ１１の端部が加圧ローラ３０の弾性材層（ゴム部３３）に
食い込み、加圧ローラ３０の異常磨耗や損傷を引き起すからである。
【００３２】
　図４に示すように、定着ローラ芯金１２は、磁性材料として鉄系金属を用いている。肉
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厚が薄い場合の定着ローラ芯金１２は、通常、円筒材料の両端に平面板の端部を溶接して
縮径を阻止した状態で軸方向へ引き伸ばし加工することにより方物線の回転断面を持たせ
、所定の研磨工程を経て所定の逆クラウン形状を付与している。定着ローラ芯金１２の外
周には、未定着トナーを溶融させた際に定着ローラ芯金自身に付着することを防止するた
めのフッ素樹脂（ＰＴＦＥ）系の熱収縮管材料を用いた離型層１３が配置されている。
【００３３】
　定着ローラ１１の逆クラウン量は、端部の直径φＨから中央部の最小径φＧを差し引い
て定義され、本実施形態では、５５μｍに設定した。また、中央部の最小径φＧは４０．
２４５ｍｍ、全長は３９２ｍｍである。
【００３４】
　＜加圧ローラ＞
　図５は加圧ローラの軸断面の説明図である。図６は加圧ローラの端部をストレート形状
とした場合の説明図である。
【００３５】
　図５に示すように、加圧ローラの一例である加圧ローラ３０は、大きく分けて芯金部と
弾性材層とで構成される。芯金部は、鉄系金属材料を切削加工して成形した芯金部３５と
フランジ部３２とを溶接により固定し、溶接部をさらに研磨して製作している。弾性材層
は、ゴム部３３と最表層の離型層３４とから構成される。ゴム部３３は、シリコンゴムを
用い、離型層３４には、フッ素樹脂系（ＰＦＡ）の熱収縮管材料を用いた。
【００３６】
　製造工程としては、前記手順で作られた芯金部をモールド型の中に入れ、型と芯金部と
の間隔に液状のゴム材料を流し込む。ゴム部３３が固化して芯金部と一体化した状態でゴ
ム部３３に切削加工を施して、所定の放物線の回転断面を付与している。その後、ゴム部
３３の外側に離型層３４を被せて完成となる。
【００３７】
　本実施形態では、加圧ローラ３０の外形形状は、定着ローラの形状に対応するように放
物線の回転断面を付与した中央部Ｃの両端に、外径を一定とした軸平行線の回転断面を有
する端部Ｂをなめらかに接続してある。中央部Ｃは、38.26ｍｍに設定して正クラウン形
状に研磨し、中央部Ｃの最大径φＫから端部Ｂの直径φＪを差し引いて定義されるクラウ
ン量は２６０μｍである。端部Ｂは、４０ｍｍずつに設定してストレート形状に研磨した
。中央部Ｃの最大径φＫは３８．２６ｍｍ、全長は３１０ｍｍである。
【００３８】
　本実施形態では、Ａ４サイズ横送りを可能とした複写機のため、最大サイズの記録材Ｐ
を搬送できる搬送サイズＡは、Ａ４サイズの２９７ｍｍにマージンを含めて３０５ｍｍに
設定した。従って、図３に示すように、最大サイズ（Ａ）の記録材Ｐは、縁部分が定着ロ
ーラ１１の逆クラウン面と加圧ローラ３０のストレート形状面とで挟持搬送される。
【００３９】
　本実施形態では、加圧ローラ３０は、中央部Ｃを正クラウン形状とし、端部Ｂをストレ
ート形状とした。加圧ローラ３０の端部Ｂをストレートにすることで、図６に示すように
、端部Ｂと中央部Ｃとの境目で、端面側へゴム部３３の材料を押し出そうとする力を食い
止める（せき止める）作用が発生する。端部のニップ圧力が大きくなるため、端部の内側
から端部へ圧力上昇に逆らってゴム部３３の材料が流れにくくなる。加圧ローラ３０の回
転に伴うニップ面の摩擦力の変化によって加圧ローラ３０の表面が軸方向へ往復移動する
現象はほとんど発生せず、加圧ローラの全長を定着ローラの外形に沿った回転断面とした
場合（図１０参照）に比較して、定着ニップＮ１が安定する。
【００４０】
　従って、端部Ｂの外観は、ストレート形状には限定されない。端部にゴム部３３の表面
移動を妨げるニップ圧力の上昇領域が形成される限りにおいて、様々な外観に置き換え可
能である。例えば、加圧ローラ３０の最端部に向けて徐々に外径を増やすことも可能であ
る。
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【００４１】
　また、端部Ｂの長さをそれぞれ４０ｍｍとした根拠は、加圧ローラ３０の全長を正クラ
ウン形状とした実験において、ニップ形状および加圧力が端部Ｂの４０ｍｍの範囲から低
下することが確認されたためである。従って、端部Ｂおよび中央部Ｃの長さは、ゴム部３
３のゴム硬度／クラウン量により適宜変更して決定される。このため、上記Ａ～Ｃの数値
は、本発明の特許請求の範囲を限定するものではない。
【００４２】
　＜比較例の定着装置＞
　図７は定着ニップを通過する記録材の皺伸ばし効果の説明図、図８はストレート形状の
定着ローラと加圧ローラとの定着ニップの説明図、図９はストレート形状の定着ローラの
応力分布の説明図である。図１０は加圧ローラの全長を正クラウン形状とした定着装置の
説明図、図１１は皺伸ばし効果のある定着ニップの説明図、図１２は皺伸ばし効果の不足
した定着ニップの説明図である。なお、図７～図１２中、図１～図５と共通する構成部材
には共通の符号を付して重複する説明を省略する。
【００４３】
　まず、特許文献２に示されるように、定着ローラまたは加圧ローラをクラウン形状とす
ることで、定着ニップを通過する記録材の皺伸ばし効果が得られる。図７の（ｂ）に示す
ように、定着ローラ１１、加圧ローラ３０の定着ニップＮ１を記録材Ｐが通過する過程で
、図７の（ａ）に示すように、記録材Ｐが軸方向に押し広げられることにより、皺伸ばし
作用が実現される。定着ニップＮ１に入った記録材Ｐは、圧力および加熱により膨張する
が、記録材Ｐの搬送方向では、記録材Ｐの膨張が拘束されないので、自由に膨張させても
問題にはならない。しかし、記録材Ｐの定着ローラ１１長手方向の膨張は、定着ニップＮ
１の加圧力に拘束されて膨張を妨げられるので、シート材Ｐに搬送方向の皺が発生する。
【００４４】
　このため、定着ローラ１１、加圧ローラ３０にクラウン形状を付与して、ローラ端部の
加圧力が中央部に比べ高くなるように設計している。定着ローラ１１および加圧ローラ３
０のクラウン形状は、ミクロン単位で設計して記録材Ｐを定着ローラ１１長手方向へ伸ば
す作用を付加させている。搬送方向のニップ幅が中央部よりも端部で大きくなるようにク
ラウン量を設定し、記録材Ｐの搬送速度が中央部より端部で速くなるようにして、図７の
（ａ）に示す矢印方向の力を記録材Ｐに付与させている。
【００４５】
　次に、省エネルギーを目的として、図４に示す定着ローラ１１の定着ローラ芯金１２を
金属材料で形成してその肉厚を薄くする必要がある。これは、特許文献１に示されるよう
に、定着ローラ芯金１２を肉厚の薄い金属材料とすることにより、立ち上げ時間を短くし
、加熱効率を上げるためである。そして、定着ローラ芯金１２の肉厚を薄くすると熱容量
が低下して温度変動が大きくなるため、加熱速度の高い強大な熱源を高速制御して温度調
整することが必要となる。そこで、原理上、熱交換効率、発熱量制御性が非常に優れてい
る電磁誘導加熱（ＩＨ）方式の加熱機構が採用される。
【００４６】
　しかし、定着ローラ１１の定着ローラ芯金１２を薄くした場合、問題になるのはその強
度である。この強度について、ストレート形状の定着ローラとストレート形状の加圧ロー
ラとを用いて実験した。
【００４７】
　図８に示すように、前後の側板９で支持されたストレート形状の定着ローラ１１Ａに、
加圧リンク（１５：図２）で支持されたストレート形状の加圧ローラ３０Ａを加圧して比
較例１の定着装置６Ａを構成した。この場合、定着ローラ１１Ａが加圧ローラ３０Ａから
受ける荷重Ｆによる定着ローラ１１Ａの応力分布は、図９に示すようになる。加圧ローラ
３０Ａの端面のエッジが押し付けられる定着ローラ１１Ａ側の位置で、応力集中を起こし
て圧縮応力が最大となる。
【００４８】
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　このため、定着ローラ１１Ａのローラ芯金（１２：図４）を一様に薄くした場合、定着
ローラ１１Ａは、加圧ローラ３０Ａの端部に対応する部分で疲労破壊する可能性が高くな
る。従って、定着ローラ１１Ａの端部領域では、ローラ芯金（１２：図４）の肉厚を極力
増やす必要があり、定着ローラ１１Ａは、図４に示すように、逆クラウン形状にするのが
材料力学的に優れる。
【００４９】
　次に、薄肉のローラ芯金（１２：図４）の場合の問題点として、中央部圧抜けがある。
これは、図８に示すように、側板９が定着ローラ１１Ａの両端部にあって定着ローラ１１
Ａを両持ち支持するために生じる。すなわち、加圧ローラ３０Ａから受ける加圧力により
、定着ローラ１１Ａは、前後の側板９が支点となって中央部で撓みが生じる。図９に示す
ように、定着ローラ１１Ａの中央部撓みの曲げ応力は、圧縮応力よりは小さく、疲労破壊
を気にする必要はない。しかし、中央部の撓みに起因して、適正な加圧力（ニップ圧力）
が中央部で確保できないため、中央部で定着不良が生じる。これを防止するため、加圧ロ
ーラ３０Ａは、図５に示すように、定着ローラの外形に沿った回転断面の正クラウン形状
とするのが設計上正しい選択となる。
【００５０】
　このようにして、近年の省エネルギー型の高速複写機等では、図１０に示すように、金
属材料の定着ローラ１１Ｂを逆クラウン形状とし、ゴム材料で剛性の低い加圧ローラ３０
Ｂを正クラウン形状とする組み合わせが採用されている。この定着装置６Ｂを比較例２と
する。
【００５１】
　次に、比較例２の定着装置６Ｂのさらなる省エネを目的として、定着ローラ１１Ｂと加
圧ローラ３０Ｂとの搬送方向のニップ幅を短くする設計がされている。図１１の（ａ）に
示すように、定着ニップＮ１の接触面積を抑えて、図１０に示すように、発熱体である定
着ローラ１１Ｂの熱を加圧ローラ３０Ｂおよび記録材Ｐに伝わり難くすることを目的とし
た設計である。しかし、ニップ幅Ｎ１を短くすると、定着ニップ通過時間が短くなって定
着性が悪化する。このため、加圧ローラ３０Ｂのゴム部（３３：図５）の硬度を上げると
ともに加圧力（図２の加圧ばね１６の付勢力）を上げて定着性を確保している。
【００５２】
　以上のように、逆クラウン定着ローラ／正クラウン加圧ローラを組み合わせ、高荷重、
短いニップ幅、ゴム部の高硬度を設定した場合、再び問題となるのが、最初に設定したは
ずの皺伸ばし効果である。図１０に示す比較例２の定着装置６Ｂの定着ニップＮ１を記録
材Ｐが通過した際に、記録材Ｐの縁に発生する皺が当初期待したようには、除去できなく
なる問題である。
【００５３】
　図７の（ａ）に示すような皺伸ばし作用を備えた定着ニップＮ１では、図１１の（ａ）
に示すように、加圧ローラ（３０Ｂ：図９）の弾性体表層のゴム部（３３：図５）は、搬
送方向につぶれて定着ニップＮ１を形成することが前提である。しかし、図１０に示すよ
うに、加圧ローラ３０Ｂに大きな加圧力を負荷すると、加圧ローラ３０Ｂの両端部におい
ては、図８の円内に示すように、搬送方向につぶれが生じず、軸方向に歪みが発生する。
端面へ向かって圧力を解放された状態で加圧ローラ３０Ｂが高速回転する結果、ゴム部（
３３：図５）の材料が端面を出入りして端部領域の圧力分布を不規則に変動させる。この
ため、図１１の（ａ）に示すように、端部領域では、定着ニップＮ１がうまく形成されず
、定着ニップＮ１に入った記録材Ｐの縁に皺が発生し易くなる。
【００５４】
　従って、加圧ローラ３０Ｂの端面の軸方向の歪みを防止するには、加圧ローラ３０Ｂの
弾性材層のゴム部（３３：図５）を変形しにくい構造に設計するか、もしくは端部の軸方
向歪みを見越した端部形状に設計する必要がある。
【００５５】
　ここで、図１０に示すように、Ａ４サイズ横送りを想定した搬送サイズＡの縁が端部領
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域にかからないように、加圧ローラ３０Ｂを長く設計すれば、記録材Ｐの皺は発生しない
。しかし、図８に示すように、加圧ローラ３０Ｂを長くすると、定着ローラ１１Ｂはさら
に長くなる。長くなった加圧ローラ３０Ｂと定着ローラ１１Ｂとの曲げ強度と剛性が損な
われる結果、高速運転に際して、定着ニップＮ１が不安定になる。また、言うまでも無く
、図１０に示す定着装置６Ｂが軸方向に大型化すれば、既存の画像形成装置の筐体に収ま
らなくなる。今日の複写機のコンパクト化のニーズに対して答えられなくなる。
【００５６】
　図１０に示すように、加圧ローラ３０Ｂを全体的に滑らかな正クラウン形状とすると、
クラウン領域すべての領域で、加圧ローラ３０Ｂのゴム部３３を端面側へ押し出そうとす
る力が働いていた。定着ニップＮ１の加圧力により加圧ローラを変形させようとする力Ｅ
である。このため、加圧ローラ３０Ｂの回転に伴うニップ面の摩擦力変動に従って、加圧
ローラ３０Ｂの表面が軸方向へ不安定に往復振動するようになり、定着ニップＮ１を通過
する記録材Ｐに皺を発生し易くなる。
【００５７】
　すなわち、要約すると、図１０に示すように、加圧ローラ３０Ｂの全体が正クラウン形
状の場合、加圧ローラ３０Ｂの端面では、図８の円内に示すように、弾性材層のはみ出し
変形が発生していた。このため、定着ローラ１１Ｂと加圧ローラ３０Ｂとの定着ニップＮ
１は、図１２の（ａ）に示すように、端面に向かってニップ幅が縮小し、十分な皺取り効
果を発揮できなかった。図１２の（ｂ）に示すように、定着ニップＮ１における長手方向
加圧力分布は、搬送サイズＡの縁領域で低下して十分な加圧力が得られない。
【００５８】
　これに対して、図５に示すように、中央部Ｃを正クラウン形状とし、端部Ｂをストレー
ト形状とした加圧ローラ３０の場合、図１１の（ａ）に示すように、当初に想定したとお
り、端面に向かってニップ幅が順調に増大して十分な皺取り効果を発揮できた。図１１の
（ｂ）に示すように、定着ニップＮ１における長手方向加圧力分布は、搬送サイズＡの縁
まで十分な加圧力が得られた。これらの事実は、本願発明者らの実験を通じて明らかにな
った。
【００５９】
　従って、本実施形態の定着装置６によれば、逆クラウン定着ローラ／正クラウン加圧ロ
ーラを組み合わせ、高荷重、短いニップ幅、ゴム部の高硬度を設定した場合でも、最初に
設定したとおりの皺伸ばし効果を実現できる。図２に示す定着装置６の定着ニップＮ１を
記録材Ｐが通過した際に、図７の（ａ）に示されるように記録材Ｐを付勢して、最大サイ
ズの記録材Ｐの縁に皺を発生させない。
【００６０】
　＜発明との対応＞
　定着装置６は、記録材Ｐに形成されたトナー像を定着する中空の定着ローラ１１と、弾
性層の一例であるゴム部３３を有し、定着ローラ１１と圧接し記録材を挟持搬送する定着
ニップを形成する加圧ローラ３０とを有する。そして、定着ローラ１１は、記録材が通過
する領域において定着ローラ１１の長手方向における定着ローラ１１の両端部の外径が中
央部の外径よりも大きい形状とされ、加圧ローラ３０は、記録材が通過する領域において
長手方向における定着ローラ１１の両端部の外径が中央部の外径よりも小さく、両端部の
形状はストレート形状であり且つ圧接時にその両端部での弾性層の変形量が端部に行くに
従い増大するような構成である。
【００６１】
　加圧ローラ３０は、その長手方向両端部がその回転軸線に実質平行な形状とされている
。
【００６２】
　定着ローラ１１は、中空の定着ローラ芯金１２上に離型層１３を有し、加圧ローラ３０
は、中空の基体上にゴム部３３と離型層３４とを順次有する。
【図面の簡単な説明】



(10) JP 5127239 B2 2013.1.23

10

20

30

【００６３】
【図１】本実施形態の画像形成装置の概略構成の説明図である。
【図２】定着装置を正面側から見た説明図である。
【図３】定着装置をトナー像形成装置側から見た説明図である。
【図４】定着ローラの軸断面の説明図である。
【図５】加圧ローラの軸断面の説明図である。
【図６】加圧ローラの端部をストレート形状とした場合の説明図である。
【図７】定着ニップを通過する記録材の皺伸ばし効果の説明図である。
【図８】ストレート形状の定着ローラと加圧ローラとの定着ニップの説明図である。
【図９】ストレート形状の定着ローラの応力分布の説明図である。
【図１０】加圧ローラの全長を正クラウン形状とした定着装置の説明図である。
【図１１】皺伸ばし効果のある定着ニップの説明図である。
【図１２】皺伸ばし効果の不足した定着ニップの説明図である。
【符号の説明】
【００６４】
２　シートカセット
４　レジストローラ
５　トナー像形成手段（トナー像形成装置）
６　定着装置（定着装置、定着像加熱装置、半定着像加熱装置）
９　側板
１１　定着ローラ（定着ローラ）
１２　定着ローラ芯金
１３　離型層
１５　加圧リンク
１６　加圧ばね
１９　加熱手段（磁束発生素子）
３０　加圧ローラ（加圧ローラ）
３３　剛性の低い材料（ゴム部）
３４　離型層
３５　芯金部
１００　画像形成装置
１００Ａ　装置本体
Ａ　搬送サイズ
Ｂ　ニップ時の変形量が増大する領域（端部）
Ｃ　定着ローラの外形に沿って回転断面が変化する領域（中央部）
Ｄ　定着ローラにおけるクラウン形成部
Ｅ　加圧力により加圧ローラを変形させようとする力
Ｆ　定着ローラが加圧ローラから受ける荷重
Ｐ　記録材
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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